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伊賀市・名張市広域行政事務組合
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 iga-7@e-net.or.jp
 http://www.e-net.or.jp/user/iga-7/

平成25年度伊賀市・名張市広域行政事務組合農業共済事業特別
会計補正予算（第１号）
伊賀市・名張市広域行政事務組合農業共済条例の改正について
平成25年度農作物共済に係る水稲の無事戻金の交付について

損害評価会委員の委嘱について
専決処分の承認について

件　　　　名議案番号

議案第12号

議案第13号
議案第14号

議案第15号
議案第16号

■ 議会報告
　7月25日に平成25年第2回組合議会（臨時会）を開催しました。この議
会には、農業共済事業特別会計補正予算など5議案を上程し、すべての議案
が可決されました。　※詳細についてはホームページをご覧ください。

■ 組合議会の議員のご紹介
　伊賀市・名張市広域行政事務組合議会は、両市の市議会より選任された
伊賀市８人、名張市６人の議員により構成されています。
（敬称略。順不同。○は新たに就任された議員）
議長　永岡 禎（名張市） 　副議長　○空森 栄幸（伊賀市）
監査委員　森岡 秀之（名張市）
議員　○中岡 久徳（伊賀市） ○中谷 一彦（伊賀市） ○市川 岳人（伊賀市）
　　○田山 宏弥（伊賀市）　 川合 滋（名張市）     ○北出 忠良（伊賀市） 
　　○稲森 稔尚（伊賀市） ○安本 美栄子（伊賀市） 柳生 大輔（名張市）
　　　山下 松一（名張市）　 福田 博行（名張市）

　

水
稲
の
損
害
評
価
は
、
加
入
者

か
ら
提
出
さ
れ
た
損
害
評
価
野
帳

を
基
に
被
害
申
告
の
あ
っ
た
水
田

す
べ
て
を
損
害
評
価
員
な
ど
が
現

地
調
査
し
ま
す
。
そ
の
後
、
各
地

区
ご
と
の
評
価
の
バ
ラ
ン
ス
が
取

れ
て
い
る
か
を
確
認
す
る
た
め
、

任
意
で
抽
出
し
た
被
害
耕
地
の

「
抜
取
調
査
」
を
実
施
し
ま
す
。

こ
の
調
査
は
、
三
重
県
農
業
共
済

組
合
連
合
会
も
実
施
し
公
正
か
つ

適
正
な
評
価
に
な
る
よ
う
何
度
も

チ
ェ
ッ
ク
し
ま
す
。
被
害
額
確
定

後
、
12
月
ご
ろ
に
共
済
金
の
支
払

い
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

◇
一
筆
方
式
の
七
割
補
償
に
加
入

さ
れ
て
い
る
人
は
、
一
筆
ご
と

に
七
割
の
補
償
を
し
ま
す
の

で
、
減
収
量
が
３
割
を
超
え
る

場
合
が
対
象
と
な
り
ま
す
。

◇
災
害
の
種
類
は
、
風
水
害
、
冷

害
、
干
害
、
冠
水
、
い
も
ち
病

な
ど
の
病
虫
害
の
ほ
か
、
イ
ノ

シ
シ
や
シ
カ
な
ど
に
よ
る
鳥
獣

害
も
対
象
と
な
り
ま
す
。

◇
損
害
評
価
野
帳
は
市
農
林
資
源

室
に
備
え
て
い
ま
す
。
も
し
く

は
、
損
害
評
価
員
か
ら
頂
い
て

く
だ
さ
い
。

◇
野
帳
に
必
要
事
項
を
記
入
の

上
、
地
区
の
損
害
評
価
員
へ
ご

提
出
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
被
害

表
示
の
立
札
を
被
害
耕
地
へ
立

て
て
く
だ
さ
い
。

　

損
害
評
価
を
す
る
前
に
刈
取
を

実
施
さ
れ
ま
す
と
、
被
害
状
況

が
確
認
で
き
ず
、
共
済
金
を
支
払

い
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま

す
。
被
害
申
告
は
損
害
評
価
の
日

数
な
ど
も
考
慮
の
上
、
お
早
め
に

ご
提
出
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
加
入

者
の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

対
象
と
な
る
被
害
は
？

被
害
の
申
告
は
？

被
害
申
告
は
お
早
め
に

■ 水稲の損害評価が始まります
　  ～被害申告はお早目に～

農業共済啓発キャラク
ター「ノーサイ君」

歴
史
あ
る
水
路
を
未
来
へ

各家から新田水路にのびる田「 ぜり田」

　

新
田
地
区
に
は
、
水
を
大
切
に

し
て
き
た
歴
史
が
あ
り
ま
す
。
現

在
も
、
新
田
水
路
か
ら
田
ん
ぼ
に

水
を
取
り
入
れ
る
「
水み

と
ぐ
ち

戸
口
」
の

大
き
さ
や
水
を
入
れ
る
時
間
が
決

め
ら
れ
て
い
ま
す
。
水
の
取
り
入

れ
は
、
２
日
に
１
度
回
っ
て
き
ま

す
が
、
割
り
当
て
時
間
は
、
「
日

の
出
か
ら
正
午
ま
で
」
「
正
午
か

ら
日
の
入
り
ま
で
」
「
日
の
入
り

か
ら
午
前
零
時
ま
で
」
「
午
前
零

時
か
ら
日
の
出
ま
で
」
と
分
け
ら

れ
、
各
家
の
割
り
当
て
時
間
は
昔

か
ら
変
わ
っ
て
い
ま
せ
ん
。
そ
し

て
、
割
り
当
て
時
間
以
外
に
水
を

入
れ
る
こ
と
を
禁
止
し
て
い
ま

す
。

　

新
田
地
区
の
農
業
用
水
の
約
８

割
は
伊
賀
市
高
尾
で
取
水
す
る
新

田
水
路
で
賄
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ

の
大
切
な
水
路
を
守
る
た
め
、
85

人
か
ら
な
る
新
田
地
区
水
利
組
合

で
は
、
維
持
管
理
を
欠
か
し
ま
せ

ん
。

　

田
植
え
前
の
４
月
初
旬
に
は
、

組
合
員
総
出
で
溝
清
掃
。
ま
た
、

日
常
の
管
理
で
は
、
２
人
１
組
の

当
番
を
決
め
、
４
月
か
ら
８
月
末

ま
で
原
則
水
曜
日
と
日
曜
日
の
週

２
回
、
伊
賀
市
高
尾
（
旧
青
山

町
）
か
ら
新
田
ま
で
の
約
14
キ
ロ

メ
ー
ト
ル
の
水
路
に
異
常
が
な
い

か
を
歩
い
て
確
認
し
て
い
ま
す
。

　

新
田
地
区
に
は
、
他
地
区
と
比

べ
て
厳
し
い
規
則
も
あ
り
ま
す

が
、
新
田
水
路
や
、
各
家
か
ら
水

路
に
向
か
っ
て
屋
敷
地
の
幅
で
の

び
る
「
ぜ
り
田
」
と
呼
ば
れ
る
昔

を
し
の
ば
せ
る
景
色
が
残
っ
て
い

ま
す
。

　

先
人
た
ち
が
守
っ
て
き
た
水
路

や
田
ん
ぼ
を
し
っ
か
り
守
り
、
未

来
へ
残
す
こ
と
が
、
わ
た
し
た
ち

の
使
命
と
考
え
て
い
ま
す
。

新田区水利組合
組合長　堀川 秀昭さん

2人1組の当番が、約14kmある水路を歩いて点検

市史だより×広報なばり 合同企画 
厳
し
く
管
理
さ
れ
る
「
水
」

 

組
合
員
全
員
で
守
る

「
新
田
水
路
」


